
修正案第２号  

 

議案第２０号宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例

を制定するについてに対する修正案  

  

 地方自治法第１１５条の３及び宇治市議会会議規則第１７条の規

定により、見出しの修正案を別紙のとおり提出する。  

 

令和４年３月２５日提出  

 

           提出者 宇治市議会議員 渡 辺 俊 三  

 

                  同    大  河 直 幸  

 

                  同    徳  永 未 来  

 

 

宇治市議会議長 堀  明 人 様  



   議案第２０号宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例

を制定するについてに対する修正案  

 

 議案第２０号宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一

部を次のように修正する。  

 第１６条第１項第３号アの改正規定中「１８，０００円」を「１

２，１００円」に改め、同号イの改正規定中「９，０００円」を

「６，０５０円」に改め、同号ウの改正規定中「１３，５００円」

を「９，０７５円」に改める。  

 第２３条第１項第１号イ（ア）の改正規定中「１２，６００円」

を「８，４７０円」に改め、同号イ（イ）の改正規定中「６，３０

０円」を「４，２３５円」に改め、同号イ（ウ）の改正規定中

「９，４５０円」を「６，３５２円」に改め、同項第２号イ（ア）

の改正規定中「９，０００円」を「６，０５０円」に改め、同号イ

（イ）の改正規定中「４，５００円」を「３，０２５円」に改め、

同号イ（ウ）の改正規定中「６，７５０円」を「４，５３７円」に

改め、同項第３号イ（ア）の改正規定中「３，６００円」を「２，

４２０円」に改め、同号イ（イ）の改正規定中「１，８００円」を

「１，２１０円」に改め、同号イ（ウ）の改正規定中「２，７００

円」を「１，８１５円」に改め、同条第２項後段の改正規定中「１

２，６００円」を「８，４７０円」に、「６，３００円」を「４，

２３５円」に、「９，４５０円」を「６，３５２円」に、「９，０

００円」を「６，０５０円」に、「４，５００円」を「３，０２５

円」に、「６，７５０円」を「４，５３７円」に、「３，６００

円」を「２，４２０円」に、「１，８００円」を「１，２１０円」

に、「２，７００円」を「１，８１５円」に改め、同条第３項後段

の改正規定中「１２，６００円」を「８，４７０円」に、「９，０

００円」を「６，０５０円」に、「３，６００円」を「２，４２０

円」に改める。  

 第２３条の３の改正規定の後に次の改正規定を加える。  



 第２８条第１項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を

加える。  

（４） 出生から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にあるもの  


